
Q.私費・公費の基準を示しては

A.先進事例を研究するA.沿線住民の合意が必要
Q.町道の通行規制の見直しは
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豊
山
小
学
校
の
通
学
路
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
町
道
３
５
４
号
線

の
豊
山
小
学
校
校
門
前
か
ら
町
道

56
号
線
（
豊
山
交
番
か
ら
八
所
神

社
）
ま
で
が
歩
行
者
専
用
道
路
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
規
制
時
間
が

午
前
７
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と

10
時
間
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
規

制
は
、
日
曜
・
休
日
を
除
く
と
な

っ
て
い
る
。
他
の
町
道
で
は
、
こ

の
よ
う
な
長
時
間
の
規
制
は
、
あ

ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
町
道
３
５
４
号
線
の
沿
線
に
建

売
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
が
建

ち
、
こ
の
町
道
を
利
用
す
る
方
が

増
加
し
、
大
き
く
様
変
わ
り
し
て

い
る
。
沿
線
住
民
の
方
か
ら
、
現

状
で
は
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
通
行
禁
止
道
路
通

行
許
可
証
を
取
得
す
る
の
に
手
間

が
か
か
る
こ
と
、
遠
く
か
ら
来
訪

す
る
親
戚
や
友
人
の
方
も
、
通
行

許
可
証
を
取
得
し
て
い
な
い
と
自

動
車
な
ど
で
は
家
に
入
っ
て
こ
ら

れ
な
い
と
い
っ
た
苦
情
を
い
た
だ

い
て
い
る
。

　
当
然
、
歩
行
者
の
安
全
が
最
優

先
と
な
る
が
、
住
民
の
方
の
利
便

性
の
向
上
も
重
要
で
あ
る
。

Q
長
す
ぎ
る
規
制
時
間
を
、
例

え
ば
午
前
７
時
か
ら
午
前
９

時
と
午
後
２
時
か
ら
午
後
４
時
の

児
童
・
生
徒
の
登
下
校
時
刻
に
限

定
す
る
な
ど
、
規
制
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
。

A
企
画
調
整
部
長

当
該
道
路
は
、
豊
山
小
学
校

の
通
学
路
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
規
制
内
容
を
変
更
す

る
場
合
は
、沿
線
住
民
の
了
解
や
、

豊
山
小
学
校
と
の
調
整
な
ど
が
必

要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
整

っ
た
場
合
、
西
枇
杷
島
警
察
署
を

通
じ
て
愛
知
県
公
安
委
員
会
が
決

定
す
る
。

Q
こ
の
規
制
で
除
外
さ
れ
て
い

る
休
日
と
は
、
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い

る
元
日
や
成
人
の
日
な
ど
16
日
と

振
替
休
日
に
な
る
が
、
土
曜
日
が

含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
平
成
14
年
４
月
か
ら
学
校
週
５

日
制
と
な
り
、
土
曜
日
が
休
業
日

に
な
っ
た
。
学
校
休
業
日
の
土
曜

日
も
規
制
を
除
外
す
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
ど
う
か
。

A
企
画
調
整
部
長

長
い
年
月
の
間
に
週
休
２
日

制
の
普
及
や
生
活
習
慣
、
沿
線
の

状
況
な
ど
大
き
な
変
化
が
あ
り
、

規
制
に
対
す
る
考
え
方
も
変
わ
っ

て
き
て
い
る
も
の
と
思
う
が
、
規

制
内
容
を
変
更
す
る
場
合
は
、
沿

線
の
住
民
な
ど
の
了
解
が
必
要
と

な
る
。

Q
通
学
路
が
変
更
に
な
っ
た
後

も
、
通
学
路
の
看
板
が
残
っ

て
い
る
事
例
が
あ
っ
た
が
、
不
必

要
に
な
っ
た
看
板
の
撤
去
は
定
期

的
に
行
っ
て
い
る
の
か
。

A
企
画
調
整
部
長

通
学
路
は
、
毎
年
、
通
学
路

点
検
を
実
施
し
、
児
童
の
安
全
確

保
を
図
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

通
学
路
を
変
更
す
る
場
合
が
あ

る
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
不
必

要
と
な
っ
た
看
板
は
、
随
時
撤
去

し
て
い
る
。

Q
町
道
の
通
行
の
利
便
性
を
考

え
る
と
、
町
全
体
の
規
制
に

つ
い
て
見
直
し
が
必
要
と
考
え
る

が
、
町
と
し
て
の
考
え
は
ど
う
か
。

A
企
画
調
整
部
長

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
交
通

規
制
の
解
除
や
新
設
、
変
更
に
つ

い
て
は
、
子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど

の
交
通
弱
者
の
安
全
確
保
を
第
一

に
、
沿
線
住
民
の
方
の
合
意
形

成
、
学
校
と
の
調
整
な
ど
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
た
め
、
町
が
町
域

全
体
を
一
律
に
見
直
し
し
て
い
く

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

規制変更を

登下校時は規制が必要

Q.私費・公費の基準を示しては

A.先進事例を研究するA.沿線住民の合意が必要
Q.町道の通行規制の見直しは
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Ｐ
Ｔ
Ａ
は
「
煩
わ
し
い
」「
面
倒
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
問

題
が
起
き
た
時
な
ど
に
保
護
者
の

意
見
を
伝
え
る
な
ど
の
大
切
な
役

割
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
学
校
教
育

の
中
で
多
大
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
。
一
方
で
、
同
意
を
得
ず
に

保
護
者
を
強
制
加
入
さ
せ
る
こ
と

や
同
意
な
く
会
費
を
徴
収
す
る
こ

と
、
個
人
情
報
の
管
理
な
ど
も
問

題
だ
と
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
今

後
も
Ｐ
Ｔ
Ａ
を
存
続
さ
せ
る
た
め
、

活
動
の
簡
素
化
、
会
費
の
透
明
性

な
ど
、
工
夫
・
改
善
で
き
る
点
は

数
多
く
あ
る
と
考
え
、
質
問
す
る
。

Q
西
春
日
井
地
区
、
豊
山
町
で

は
、
令
和
６
年
度
か
ら
加
入

の
意
思
確
認
を
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
経
緯
・
理
由
は
。

　
４
月
後
半
に
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
会
費

の
集
金
に
つ
い
て
」
と
し
て
「
入

会
し
ま
す
」
か
「
入
会
し
ま
せ
ん
」

に
〇
を
つ
け
て
提
出
す
る
通
知
が

出
さ
れ
た
。
総
会
で
は
経
緯
・
理

由
を
説
明
さ
れ
た
が
、
欠
席
さ
れ

た
保
護
者
に
対
し
て
は
ど
う
か
。

A
教
育
委
員
会
事
務
局
長

時
代
と
共
に
、
子
育
て
を
取

り
巻
く
社
会
環
境
が
変
化
す
る
に

つ
れ
、
課
題
が
全
国
的
に
発
生
し
、

西
春
日
井
地
区
で
も
こ
う
し
た
意

見
が
出
さ
れ
た
。
本
町
で
も
、
よ

り
慎
重
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
、
今
年
度
か
ら
書
面
に

よ
る
意
思
確
認
が
さ
れ
た
。

　
今
後
、
加
入
率
低
下
防
止
の
た

め
に
も
、
年
度
中
途
加
入
を
は
じ

め
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
趣
旨
な
ど
に
つ
い
て

周
知
さ
れ
る
よ
う
、
学
校
と
Ｐ
Ｔ

Ａ
が
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

Q
会
費
の
透
明
性
確
保
の
た
め

「
私
費
・
公
費
の
区
分
」
を
明

確
に
し
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
寄
付
を
受

け
る
備
品
、
公
費
で
購
入
す
る
備

品
な
ど
の
基
準
を
設
け
、
統
一
的

な
取
り
扱
い
を
示
す
べ
き
で
は
。

A
教
育
委
員
会
事
務
局
長

備
品
に
つ
い
て
は
、
法
令
で

明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｐ

Ｔ
Ａ
会
費
は
、
公
費
負
担
の
水
準

を
質
的
量
的
に
上
回
る
も
の
に
対

し
て
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
経
費
と
捉
え
て
い
る
。
基
準
に

つ
い
て
は
、
学
校
と
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
協

力
し
あ
い
相
談
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
先
進
事
例
を
研
究
す
る
。

　
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
被
災

者
に
寄
り
添
い
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ

て
き
め
細
か
な
活
動
を
す
る
な
ど
、

生
活
再
建
や
被
災
地
の
復
興
に
お

い
て
、
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。

　
普
段
か
ら
、
自
主
防
災
組
織
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
に
呼
び

か
け
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
や
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
す
る

町
民
の
意
識
を
高
め
、
環
境
づ
く

り
を
促
進
す
る
た
め
の
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
質
問
す
る
。

Q
国
は
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

高
速
道
路
無
料
措
置
を
実
施

し
て
い
る
。
住
民
へ
の
周
知
は
。

　
稲
沢
市
、
北
名
古
屋
市
、
安
城

市
で
は
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援

活
動
助
成
金
を
出
し
て
い
る
。
本

町
も
設
立
し
て
は
ど
う
か
。

A
企
画
調
整
部
長

高
速
道
路
無
料
措
置
に
つ
い

て
HP
な
ど
で
周
知
す
る
。

　
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
活
動

助
成
は
先
進
自
治
体
の
状
況
を
調

査
し
必
要
性
も
含
め
て
検
討
す
る
。

Q
発
災
時
に
少
し
で
も
ス
ム
ー

ズ
な
対
応
・
復
興
が
で
き
る

よ
う
、
自
主
防
災
会
、
消
防
団
の

方
た
ち
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、

き
っ
か
け
づ
く
り
を
し
て
は
。

A
企
画
調
整
部
長

防
災
に
関
わ
る
方
が
、
現
場

で
体
験
し
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習

得
、
助
け
合
い
の
連
鎖
が
生
ま
れ

る
な
ど
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

今
後
も
、
自
主
的
な
活
動
や
取
り

組
み
を
案
内
す
る
な
ど
、
引
き
続

き
啓
発
す
る
。


